
災害時情報共有システムについて

令和７年度障害福祉サービス等事業者説明会資料

災害時は、システムを使った被災状況の報告について、
ご協力をお願いします。
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「障害者支援施設等災害時情報共有システム」概要と利用の流れ①

３）システムの特徴

１．災害が発生すると、災害の規
模などから必要に応じ、国（厚
生労働省）が被災状況の報告を
求めます。
国は都道府県（政令市・中核

市）を通じ、事業所の皆さまへ
報告を依頼しますが、その際、
事前に登録いただいた連絡先に
専用のURLが送られますので、
システムにアクセスし、被災情
報の報告を行っていただきます。
（アクセスの際にID、PWは不
要です。）

※送信いただいた情報は、都道
府県（政令市・中核市）のほ
か、市町村、国（厚生労働
省）でも即座に状況が確認で
きます。

２．被災状況報告は、同じURLか
ら複数回登録が可能ですので、
状況変化に応じて、報告内容を
随時更新できます。

出典：厚生労働省資料
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「障害者支援施設等災害時情報共有システム」概要と利用の流れ②

出典：厚生労働省資料

システムの利用にあたって

１．「災害時情報共有システム」
は、「障害福祉サービス等情報
公表システム」に登録された情
報と連携するため、システムの
利用にあたって新たに登録の必
要はありません。

２．逆に「障害福祉サービス等情
報公表システム」への登録が未
了の場合は「災害時情報共有シ
ステム」も利用できませんので、
未了の場合は、速やかにご登録
をお願いします。

３．「障害福祉サービス等情報公
表システム」に登録する際、
「システムからの連絡用メール
アドレス」欄に入力したアドレ
スが「災害時情報共有システ
ム」に引き継がれます。入力が
ないと、システムからの連絡が
届きませんので、必ずご入力を
お願いします。

４．「障害福祉サービス等情報公
表システム」から引き継がれた
メールアドレスとは別に、「災
害時緊急連絡先」として任意の
メールアドレスを登録できます。
緊急時に連絡が取れるアドレス
をご登録ください。
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連絡版URL：https://www.wam.go.jp/content/wamnet/pcpub/top/saigaisysshofuku/jigyo/

連絡版URL：
https://www.wam.go.jp/content/wamnet/pcpub/top/saigaisysshofuku/jigyo/

障害者支援施設等災害時情報共有システム関係連絡版
をご活用ください。

詳細な操作マニュアルをご確認されたい場合は、こちら

「災害時緊急連絡先」メールアドレスの追加登録や変更方法は、
こちらをご参照ください。

「困ったときは？」＞「メールアドレスの変更方法はこちら」

自治体から被災状況の報告依頼が届いた場合の報告の仕方について、
動画で確認できます。

１分半の動画ですので、これまでに操作されたことのない方は、
ご視聴をお願いします。
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システムの操作方法や、困ったときは・・・

https://www.wam.go.jp/content/wamnet/pcpub/top/saigaisysshofuku/jigyo/
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